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識見を有する者から選任されている監査委員 議会
議員
選出
委員

合計 定員

当該地方公共団体
の勤務経験者

当該地方公共団体
の勤務経験のない者

欠員 うち第
195条
第２項
による
定数増
加

うち改
正法付
則第6
条によ
る定数
増加

うち常
勤

うち
非常
勤

うち
常勤

うち
非常
勤

105 27 27 0 78 28 50 89 194 2 196 8

平成２４年４月１日現在：総務省調

識見を有する者から選任されている監査委員 議会
議員
選出
委員

合計 定員

当該地方公共団体
の勤務経験者

当該地方公共団体
の勤務経験のない者

欠員 うち第
195条
第２項
による
定数増
加

うち改
正法付
則第6
条によ
る定数
増加

うち常
勤

うち
非常
勤

うち
常勤

うち
非常
勤

2009 542 115 427 1467 60 1407 1831 3840 32 3872 129 62

○ 都道府県

○ 市町村





→指定管理者も該当



















監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理
化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。



出納整理期間









四日市市における監査結果を踏まえた措置状況の例





 外部監査の種類

※ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく個別外部監査

○地方公共団体の長は、健全化判断比率※１のうちのいずれかが早期健全化基準※２以上となった場合等には、個別外
部監査契約に基づく監査を求めなければならない。

※１健全化判断比率

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率）

③実質公債費比率

④将来負担比率（公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率）

※２早期健全化基準

財政の早期健全化を図るべき基準として、各健全化判断比率につき政令で定める数値

④）













※茨城県 H24包括外部監査報告書





「地方自治法抜本改正の考え方」
（平成23年1月26日）より



「地方自治法抜本改正の考え方」（平成23年1月26日）より
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行政事件訴訟

抗告訴訟

当事者訴訟

民衆訴訟

機関訴訟

主観訴訟

客観訴訟



 裁判所法

第三条（裁判所の権限） 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある
場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において
特に定める権限を有する。

２・３ 略

 法律上の争訟

①当事者間に具体的な権利義務についての紛争があること

cf. 抽象的な憲法適合性の判断

②それが法令の適用によって解決しうべき紛争であること

cf. 政治上、学術上、芸術上、宗教上の争い等



 民衆訴訟

国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴
訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資
格で提起するもの

➣選挙訴訟、住民訴訟

 機関訴訟

国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に
関する紛争についての訴訟

➣長と議会の権限争議にかかる訴訟など



監査を求め、

① 当該行為の
防止・是正

② 当該怠る事
実を改めること

③ 団体の被った
損害の補填

のために必要な措
置を講ずべきこと

理
由
な
し

理
由
あ
り



ために必要な措置

ために必要な措置







 図書館に対し、寄贈図書の取扱の改善と、寄贈者への謝罪と弁償を求める
もの （いわき市 H19.8.30）

請求人が寄贈した図書について、違法・不当な管理を行った

 契約のやり直し、請求対象職員の処分、市民に対する請求対象職員の謝
罪を求めるもの （一関市 H20.4.24）

新図書館に係る図書資料購入にあたり、業者を限定したことは、著しく不
公平であり、選定業者以外の書店に著しく不利益を与える契約は違法

 特定分野の図書の廃棄又は貸出不可能な状態での保管の差し止め等を求
めるもの （堺市 H20.12.28）

特定分野の図書の廃棄等は、表現の自由等憲法や図書館法18条に反す
るなど、違法・不当である

（地方自治月報第55号等）
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